
垂井町子育て支援センター
■申・■問 つくしんぼ（垂井こども園内）　　☎22-0076

さくらんぼ（垂井東こども園内）　☎23-4484

▶利用時間／午前９時～正午、午後１時～３時
▶電話相談／午前９時～午後３時
▶対　象／未就園児
　　　　　（02～06の行事は町内在住の人に限ります）
※行事開催日の午前の部は、行事のみ実施します。

利用について01

色彩知育　0歳からできる色あそび02

ホームページをご確認ください。

ぽかぽかタイム（園庭開放）

11月の予定（申込不要）

▲ぽかぽかタイム
　ホームページ

▶と　き／11月12日(水)　午前10時～11時
▶ところ／さくらんぼ
▶講　師／ベビー色彩知育インストラクター
　　　　　皆越彩さん
▶定　員／12組
▶内　容／色紙でびりびりアート
▶申込期間／11月４日(火)～11日(火)の利用時間内

親子でリラックス　マッサージヨガ04

▶と　き／11月19日(水）　午前10時～11時
▶ところ／さくらんぼ
▶講　師／東洋医学と経絡ヨガ講師・視力向上ヨガ
　　　　　上級インストラクター　野村美智瑠さん
▶定　員／12組
▶内　容／マッサージを取り入れたヨガでリラックスの

方法を体験する。
▶持ち物／水分補給の飲み物　ヨガマット(貸し出し可)
▶申込期間／11月４日(火)～18日(火)の利用時間内

ベビーマッサージ03
▶と　き／11月14日(金）　午前10時30分～11時30分
▶ところ／つくしんぼ
▶対　象／３か月～1歳６か月の未就園児とその保護者
▶講　師／ベビーマッサージセラピスト　三井智子さん
▶定　員／12組
▶内　容／ベビーマッサージ・おしゃべり交流会
　　　　　『テーマ：赤ちゃんの食欲』　
▶持ち物／大きめのバスタオル、水分補給用の飲み物
▶申込期間／11月４日(火)～13日(木)の利用時間内

親子で運動あそび05

▶と　き／11月21日（金）　午前10時～11時
▶ところ／さくらんぼ
▶講　師／岐阜協立大学　非常勤講師(器械体操)
　　　　　中野由香里さん
▶定　員／12組
▶内　容／あそびながら体の動かし方を学ぶ
▶申込期間／11月４日（火）～20日（木）の利用時間

子育て講座
子どもの育ちにちょっとためになる話06

▶と　き／11月26日（水）　午前10時～11時
▶ところ／つくしんぼ
▶講　師／いずみの園
　　　　　児童発達支援管理責任者
▶定　員／12組
▶内　容／子どもの成長・発達を助けるあそびのヒント
　　　　　を学ぶ
▶申込期間／11月４日（火）～25日（火）の利用時間

☆成長を形に残そう（発育測定　手形・足形）
　11月４日（火）～７日（金）

☆体を動かしてあそぼう
　11月17日（月）～ 28日（金）

☆身近なもので季節の工作をしよう
　11月10日（月）～ 14日（金）

スタッフがお手伝いしますので、
声をかけてね。
手形・足形は10月・11月生まれ
のお子さんが対象です。

木の実を使った楽器つくり

風船であそぼう

11月は「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」月間です

令和７年度標語『知らせよう　あなたが　あの子の声になる』
「あの子、大丈夫かな…」。あなたの周囲に、虐待が疑われるようなこどもはいませんか。
あなたが救いの手を差し延べることで救える命があります。

・匿名でお電話できます
・電話した人の個人情報や電話の内容に関する秘密は守られます

西濃子ども相談センター　☎78-4838
垂井町こども家庭センター　☎22-7506
保健センター　☎22-1021

身体的虐待
・殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる
・やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める
・縄などで身体を拘束し、一室に閉じ込める　など

ネグレクト
・家に閉じ込める 　　・食事を与えない
・ひどく不潔にする 　・病院に連れていかない
・置き去りにする　　 ・自動車の中に放置する　など

性的虐待
・性器などをさわろうとする
・性的行為を見せる
・こどもに性的行為を求める
・性的な写真の被写体にする　など

心理的虐待
・「生まれてこなければよかった」などの言葉の暴力
・こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう（面前DV） 
・きょうだい間の差別
・無視をする　など

問 子育て推進課　子育て政策係　☎22-7506

児童虐待とは?

子どもに見られるサイン
・説明できない不自然なアザや火傷のあとがある
・衣服や身体がいつも汚れている
・落ち着きがなく、乱暴　・家に帰りたがらない
・夜遅くまでひとりで遊んでいる　・親を避けている
・親がいなくなると急に表情が晴れやかになる
・拒食、過食、むさぼるように食べるなど異常な食行動　
・急にやせた、表情が乏しい　など

保護者に見られるサイン
・家の中や外が散らかっていて、不衛生
・近隣からの苦情や悪い噂が多い
・近所との交流がなく孤立している
・こどもの健康や安全を考えない
・こどもを置いて外出している
・人前でこどもを厳しく叱る・叩く　など

虐待のサイン

児童虐待かも？と思ったら児童相談所虐待対応ダイヤル「189」（いちはやく）

地域の相談窓口
政府広報オンライン「児童虐待かも？と思ったら「189」（いちはやく）こどもたちの未来を守るために」をもとに作成

すこやか子育て通信 問 子育て推進課　子育て政策係　☎22-7506
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